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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高強度マグネシウム合金材料を製造する方法であって、
（ａ）上面および側面を有するマグネシウム合金製の被加工体を準備するステップと、
（ｂ）前記被加工体の前記上面側から圧縮荷重σｐ（ＭＰａ）を加え、前記被加工体を一
軸鍛造処理するステップと、
　を有し、
　前記ステップ（ｂ）は、前記被加工体の前記側面が外側に広がるような変形が抑制され
た状態で、
（ｉ）１０σｆ＞σｐ＞σｆ（ただし、σｆは前記被加工体の圧縮破断応力（ＭＰａ））
、
（ｉｉ）塑性変形率１０％以下、および
（ｉｉｉ）ひずみ速度０．１／ｓｅｃ以下、
　を満たす条件下、室温で実施されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　σｐ≧２．４σｆであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ステップ（ｂ）では、前記被加工体を収容する内部空間を有する型が使用され、
　前記内部空間は、前記型の内壁によって構成され、
　前記被加工体の上面の最大寸法をＬとし、前記型の内壁と前記被加工体の側面の間の最
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大隙間をＰとしたとき、比（Ｌ：Ｐ）は、２０：１～６００：１であることを特徴とする
請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記型の内部空間は、複数の型部材を組み合わせることにより構成されることを特徴と
する請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記内部空間は、前記型を貫通していないことを特徴とする請求項３または４に記載の
方法。
【請求項６】
　前記内部空間は、深さ方向に沿って寸法が変化することを特徴とする請求項３乃至５の
いずれか一つに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高強度マグネシウム合金材料を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マグネシウム合金（マグネシウム金属を含む。以下同じ）は、軽量で比強度が大きいと
いう特徴を有するため、次世代軽量構造材料としての適用が期待されている。
【０００３】
　一方で、マグネシウム合金は、難加工性材料の一つであり、圧延処理または鍛造処理な
どの一般的な加工処理を適用すると、容易にワレや欠陥が生じてしまうことが知られてい
る。従って、マグネシウム合金材料に対して、加工硬化処理による強度向上効果を期待す
ることは難しく、マグネシウム合金の適用分野は、小型電子機器用の部品など、強度があ
まり重要視されない、限られた一部の用途に留まっている。
【０００４】
　近年、このような問題に対処するため、マグネシウムに遷移金属と特定の希土類金属と
を添加することにより、マグネシウム合金強度を向上させる技術が開示されている（例え
ば、非特許文献１、２）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｙ．Ｋａｗａｍｕｒａ，Ｍ．Ｙａｍａｓａｋｉ，Ｍａｔｅｒ．Ｔｒａｎ
ｓ．，ｖｏｌ．４８，ｐｐ．２９８６－２９９２（２００７）
【非特許文献２】河村能人、東田賢二、「長周期積層構造型高強度マグネシウム合金の強
化機構」、軽金属奨学会課題研究成果報告書、軽金属奨学会（２０１０）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述の非特許文献１、２に記載されたマグネシウム合金は、ＫＵＭＡＤＡＩマグネシウ
ム合金とも称される。ＫＵＭＡＤＡＩマグネシウム合金では、希土類金属元素の添加によ
り、合金組織中に特殊な原子配列構造（長周期積層構造）を発達させることにより、合金
の強度向上を達成することができる。
【０００７】
　しかしながら、このようなＫＵＭＡＤＡＩマグネシウム合金を得るには、合金中に、希
土類金属元素を重量比で５％～７％程度以上添加して、合金組成を制御する必要がある。
また、このような希土類金属元素は、一般に価格が高いという問題があり、さらに近年で
は安定供給の面からの問題もある。従って、非特許文献１、２に記載されたマグネシウム
合金材料は、その適用が一部の高級付加価値製品に限られる可能性がある。
【０００８】
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　本発明は、このような背景に鑑みなされたものであり、本発明では、比較的簡便かつ低
コストで、高強度マグネシウム合金材料を製造する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明では
　高強度マグネシウム合金材料を製造する方法であって、
（ａ）上面および側面を有するマグネシウム合金製の被加工体を準備するステップと、
（ｂ）前記被加工体の前記上面側から圧縮荷重σｐ（ＭＰａ）を加え、前記被加工体を一
軸鍛造処理するステップと、
　を有し、
　前記ステップ（ｂ）は、前記被加工体の前記側面が外側に広がるような変形が抑制され
た状態で、
（ｉ）σｐ＞σｆ（ただし、σｆは前記被加工体の圧縮破断応力（ＭＰａ））、
（ｉｉ）塑性変形率１０％以下、および
（ｉｉｉ）ひずみ速度０．１／ｓｅｃ以下、
　を満たす条件下で実施されることを特徴とする方法が提供される。
【００１０】
　なお、塑性変形率は、鍛造処理前後の被加工体の体積の比で定義される。また、ひずみ
速度は、初期ひずみ速度で定義される。
【００１１】
　ここで、本発明による方法において、σｐ≧２．４σｆであっても良い。
【００１２】
　また、本発明による方法において、前記ステップ（ｂ）では、前記被加工体を収容する
内部空間を有する型が使用され、
　前記内部空間は、前記型の内壁によって構成され、
　前記被加工体の上面の最大寸法をＬとし、前記型の内壁と前記被加工体の側面の間の最
大隙間をＰとしたとき、比（Ｌ：Ｐ）は、２０：１～６００：１であっても良い。
【００１３】
　また、本発明による方法において、前記型の内部空間は、複数の型部材を組み合わせる
ことにより構成されても良い。
【００１４】
　また、本発明による方法において、前記内部空間は、前記型を貫通していなくても良い
。
【００１５】
　また、本発明による方法において、前記内部空間は、深さ方向に沿って寸法が変化して
も良い。
【００１６】
　さらに、本発明では、長手方向が実質的にｃ軸方向と平行な、マグネシウム合金製の棒
材が提供される。
【００１７】
　また、本発明では、棒、板、ブロック、ペレットまたは管状の形態を有し、
　前述のいずれかの方法で製造されたマグネシウム合金材料が提供される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明では、比較的簡便かつ低コストで、高強度マグネシウム合金材料を製造する方法
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明による高強度マグネシウム合金材料を製造する方法のフローチャートの一
例である。



(4) JP 5843176 B2 2016.1.13

10

20

30

40

50

【図２】被加工体の形状の一例を模式的に示した図である。
【図３】本発明による方法を実施するための装置の一例を模式的に示した図である。
【図４】本発明による鍛造処理が適用される前後の被加工体の組織状態（光学顕微鏡写真
）の一例を示した図である。
【図５】被加工体に印加される圧縮荷重σｐと被加工体の硬さ変化の関係の一例を示した
グラフである。
【図６】本発明に使用され得る別の型の構成を概略的に示した図である。
【図７】本発明に使用され得るさらに別の型の構成を概略的に示した図である。
【図８】図７に示した型に使用される型部材６６５Ａ、６６５Ｂの形状を概略的に示した
図である。
【図９】本発明に使用され得るプレスマンドレルの別の構成を概略的に示した図である。
【図１０】図９に示したプレスマンドレルの使用態様を模式的に示した図である。
【図１１】本発明に使用され得るプレスマンドレルおよび／またはベース部材の別の構成
を概略的に示した図である。
【図１２】鍛造処理前のサンプルの長手方向における圧縮応力－ひずみ曲線の測定結果を
示したグラフである。
【図１３】ＯＩＭ観察により、鍛造処理前のサンプル（初期材）およびサンプル５におけ
る集合組織変化を測定した結果である。
【図１４】各鍛造処理後のサンプルの引張試験における真応力－公称ひずみ曲線を、処理
前の曲線とともに示したグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　一般に、マグネシウム合金材料は、加工性が悪く、冷間圧延処理または鍛造処理などの
一般的な加工処理を施工すると、容易にワレや欠陥が生じてしまうことが知られている。
従って、マグネシウム合金材料の場合、加工により多くの歪みを導入することはできず、
加工硬化処理による強度向上効果を期待することは難しいという問題がある。
【００２１】
　一方、近年、マグネシウム合金の強度向上を図るため、合金内に希土類金属元素を添加
して、合金組織中に長周期積層構造を発達させることが提案されている（ＫＵＭＡＤＡＩ
マグネシウム合金）。
【００２２】
　しかしながら、このような技術では、高強度マグネシウム合金を得るには、合金中に、
希土類金属元素を重量比で５％～７％程度以上添加する必要があり、すなわち合金組成を
制御する必要がある。また、希土類金属元素は、一般に価格が高いという問題があり、そ
のため、この技術では、得られるマグネシウム合金も、高価なものになってしまう可能性
がある。さらに、希土類金属元素の使用は、材料の安定供給の観点から、あまり好ましく
はない。
【００２３】
　これに対して、本願発明者らによって見出された新たな高強度マグネシウム合金の製造
方法は、以下に詳細を示すように、高価な希土類金属元素を添加して組成を制御する必要
はない。また、本発明では、鍛造処理によって、高強度のマグネシウム合金を製造するこ
とができる。従って、本発明では、簡便かつ低コストな方法で、高強度マグネシウム合金
を提供することが可能となる。
【００２４】
　すなわち、本願発明では、
　高強度マグネシウム合金材料を製造する方法であって、
（ａ）上面および側面を有するマグネシウム合金製の被加工体を準備するステップと、
（ｂ）前記被加工体の前記上面側から圧縮荷重σｐを加え、前記被加工体を一軸鍛造処理
するステップと、
　を有し、
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　前記ステップ（ｂ）は、前記被加工体の前記側面が外側に広がるような変形が抑制され
た状態で、
（ｉ）σｐ＞σｆ（ただし、σｆは前記被加工体の圧縮破断応力）、
（ｉｉ）塑性変形率１０％以下、および
（ｉｉｉ）ひずみ速度０．１／ｓｅｃ以下、
　を満たす条件下で実施されることを特徴とする方法が提供される。
【００２５】
　本発明による高強度マグネシウム合金材料を製造する方法では、被加工体に対して、

　　　σｐ＞σｆ　　　（１）式

を満たすような、大きな圧縮荷重σｐが印加される。ここで、σｆは、圧縮荷重σｐが印
加される方向における、変形の拘束がない状態での被加工体の圧縮破断応力である。
【００２６】
　一般に、従来の鍛造プロセスでは、難加工性材料の被加工体に対して、このような条件
下で鍛造処理が行われることはない。被加工体に対して、このような大きな圧縮荷重σｐ
を印加した場合、被加工体が破壊してしまうからである。
【００２７】
　しかしながら、本発明の製造方法では、マグネシウム合金製の被加工体を破壊させるこ
となく、（１）式を満たすような大きな圧縮荷重σｐを印加することができる。これは、
本発明では、鍛造処理を、被加工体の側面が「拘束」された状態で「ゆっくりと」実施す
るとともに、塑性変形率を小さな値に限定しているためである。
【００２８】
　すなわち、本発明では、被加工体の側面を「拘束」し、ひずみ速度を０．１／ｓｅｃ以
下とし、塑性変形率を１０％以下に抑制することにより、（１）式を満たすような大きな
圧縮荷重σｐを被加工体に印加しても、被加工体にワレや破損を生じさせることなく、一
軸鍛造処理を行うことを可能にしている。
【００２９】
　ここで、本願において、被加工体の側面の「拘束」または側面を「拘束する」とは、鍛
造処理の際に、被加工体の側面において自由な変形が抑制されること、より具体的には、
被加工体の側面が元の位置から大きく外側に広がるような変形が抑制されることを意味す
る。
【００３０】
　このような本発明による方法では、鍛造処理後に、結晶組織内に多数の変形双晶が導入
されるとともに、すべり変形によって転位密度が有意に向上する。従って、本発明では、
鍛造処理による加工硬化が可能となり、被加工体の強度を有意に高めることができる。
【００３１】
　なお、被加工体に印加される圧縮荷重σｐの値は、（１）式を満たす限り、特に限られ
ないが、より顕著な強度向上効果を得るためには、圧縮荷重σｐの値は、できる限り大き
い方が好ましい。例えば、σｐ≧２．４σｆであっても良く、σｐ≧３σｆであることが
より好ましい。
【００３２】
　ただし、圧縮荷重σｐが極端に大きくなると、前述の（ｉｉ）および（ｉｉｉ）の条件
の下でも、被加工体にワレが生じる危険性が高くなる。このため、圧縮荷重σｐは、

　　　σｐ＜１０σｆ　　　（２）式

を満たすことが好ましい。
【００３３】
　（本発明による製造方法の具体的構成について）
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　以下、図面を参照して、本発明による製造方法をより詳しく説明する。
【００３４】
　図１には、本発明による高強度マグネシウム合金材料を製造する方法のフローチャート
の一例を示す。
【００３５】
　図１に示すように、本発明による高強度マグネシウム合金材料を製造する方法は、
　（ａ）上面および側面を有するマグネシウム合金製の被加工体を準備するステップ（ス
テップＳ１１０）と、
　（ｂ）前記被加工体の前記上面側から圧縮荷重σｐを加え、前記被加工体を一軸鍛造処
理するステップであって、前記ステップ（ｂ）は、前記被加工体の前記側面が外側に広が
るような変形が抑制された状態で、
（ｉ）σｐ＞σｆ（ただし、σｆは前記被加工体の圧縮破断応力）、
（ｉｉ）塑性変形率１０％以下、および
（ｉｉｉ）ひずみ速度０．１／ｓｅｃ以下、
　を満たす条件下で実施されるステップ（ステップＳ１２０）と、
　を有する。
【００３６】
　以下、各工程について詳しく説明する。
【００３７】
　（ステップＳ１１０）
　まず、マグネシウム合金製の被加工体が準備される。
【００３８】
　図２には、被加工体１１０の形状の一例を示す。
【００３９】
　図２に示すように、被加工体１１０は、上面１１２、側面１１４および底面１１６を有
する略円柱形状を有する。ただし、この形状は、一例であって、被加工体１１０は、別の
形状であっても良い。例えば、被加工体１１０は、棒状、ブロック状、円錐状、円錐台状
、角錐状、角錐台状、板状（ディスク状を含む）、ペレット状、または管状等であっても
良い。すなわち、被加工体１１０は、上面および側面を有する限り、いかなる形状であっ
ても良い。
【００４０】
　なお、本願において、被加工体の「上面」および「側面」という用語は、被加工体の相
対的な部位を表すために使用されていることに留意する必要がある。すなわち、「上面」
とは、被加工体の鍛造処理の際に、プレスマンドレル（被加工体に圧縮荷重を印加する部
材）が直接接触する被加工体の面であって、圧縮荷重が負荷される方向と略垂直な面を意
味する。また、被加工体の「側面」とは、被加工体の「上面」と隣接する面（の一つ）を
意味するものとする。
【００４１】
　従って、例えば、被加工体が角柱状であり、該被加工体が長手方向に平行な方向に圧縮
される場合、被加工体の「上面」とは、被加工体の一方の底面を意味し、「側面」とは、
被加工体の長手方向に延伸する複数面のうちの少なくとも一つを意味する。
【００４２】
　また、例えば、被加工体が管状であり、該被加工体が長手方向に平行な方向に圧縮され
る場合、被加工体の「上面」とは、管の開口部を有する一方の端面を意味し、「側面」と
は、管の長手方向に延伸する外周面および／または内周面を意味する。
【００４３】
　被加工体１１０の材質は、マグネシウム合金であれば特に限られない。被加工体１１０
は、例えば、ＡＺ系マグネシウム合金（アルミニウムと亜鉛とを含むマグネシウム合金）
、希土類元素添加マグネシウム合金、およびＣａ添加マグネシウム合金等であっても良い
。
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【００４４】
　なお、本発明は、マグネシウム合金以外の難加工性材料、例えばチタン合金、ジルコニ
ウム合金、モリブデン合金、およびニオブ合金等にも適用することができることに留意す
る必要がある。
【００４５】
　（ステップＳ１２０）
　次に、前述の被加工体１１０が鍛造処理される。
【００４６】
　図３には、本発明による方法により、高強度マグネシウム合金材料を製造する際に使用
され得る装置構成の一例を示す。
【００４７】
　図３に示すように、本発明に使用される装置２００は、内部に内部空間２１５を有する
型２２０と、該型２２０の内部空間２１５の底部に配置されたベース部材２３０と、プレ
スマンドレル２４０とで構成される。ただし、ベース部材２３０は、必ずしも必要ではな
い。
【００４８】
　型２２０は、内壁２２５を有し、該内壁２２５によって、内部空間２１５が形成される
。
【００４９】
　型２２０、ベース部材２３０、およびプレスマンドレル２４０の材質は、特に限られな
いが、高い圧縮強度を有する材質、例えば、金型用鉄鋼材料および超硬セラミックス等が
好ましい。
【００５０】
　鍛造処理の際には、前述の被加工体１１０が、型２２０の内部空間２１５に収容される
。この際には、被加工体１１０は、底面１１６がベース部材２３０と接し、側面１１４が
型２２０の内壁２２５と対面するようにして、型２２０の内部空間２１５に配置される。
また、鍛造処理の際には、被加工体１１０の上面１１２の上部に、プレスマンドレル２４
０が配置される。
【００５１】
　ここで、被加工体１１０の側面１１４と、型２２０の内部空間２１５を形成する内壁２
２５の間には、僅かな間隔Ｐが形成されている。
【００５２】
　鍛造処理の際は、被加工体１１０の上面１１２にプレスマンドレル２４０が押し付けら
れ、被加工体１１０の長手方向（図３のＺ方向）に沿って、プレスマンドレル２４０が移
動する。これにより、被加工体１１０に圧縮荷重σｐ（ＭＰａ）が印加される。
【００５３】
　ここで、本発明では、被加工体１１０の長手方向における圧縮破断応力をσｆ（ＭＰａ
）としたとき、印加される圧縮荷重σｐは、

　　　σｐ＞σｆ　　　（１）式

　を満たす。
【００５４】
　通常の鍛造プロセスでは、難加工性材料の被加工体に対して、（１）式のような条件下
で鍛造処理が行われることはない。被加工体に対して、このような大きな圧縮荷重σｐを
印加した場合、被加工体が破壊してしまうからである。
【００５５】
　これに対して、本発明では、被加工体１１０の側面１１４と、型２２０の内部空間２１
５を形成する内壁２２５の間には、僅かな間隔Ｐしか存在しない。このため、鍛造処理に
よって、被加工体１１０が圧縮変形を受けても、被加工体１１０の側面１１４は、型２２
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０の内壁２２５によって「拘束」され、大きく外側に変形することはできない。（以下、
このような変形を「拘束変形」とも称する。）また、鍛造処理の際には、被加工体１１０
のひずみ速度は０．１／ｓｅｃ以下に制御され、被加工体１１０の塑性変形率は１０％以
下に抑制される。例えば、鍛造処理による被加工体１１０の塑性変形率は、２％～８％の
範囲であっても良い。
【００５６】
　これらの特徴により、本発明では、被加工体１１０にワレや欠陥を生じさせることなく
、被加工体１１０に大きな圧縮荷重σｐを印加することができる。
【００５７】
　被加工体１１０と内壁２２５の間隔Ｐは、塑性変形率および／または被加工体１１０の
上面１１２の最大長さ（「Ｌ」とする）によっても変化するが、例えば、間隔Ｐは、被加
工体１１０の上面１１２の最大長さＬとの比（Ｐ：Ｌ）が、１：２０～：１：６００の間
であっても良い。（なお、上面１１２（ＸＹ平面）と平行な一方向において、内壁２２５
と被加工体１１０との間の間隔の合計は、最大２Ｐである。）
　このような本発明による方法では、鍛造処理後に、結晶組織内に多数の変形双晶が導入
されるとともに、すべり変形によって転位密度が有意に向上する。従って、本発明では、
鍛造処理による加工硬化が可能となり、処理後に、被加工体１１０の強度を有意に高める
ことができる。
【００５８】
　図４には、本発明による鍛造処理が適用された後の被加工体の組織状態（光学顕微鏡写
真）の一例を示す。左側の組織は、鍛造処理前の被加工体の組織状態を示しており、中央
の組織は、圧縮荷重σｐをσｐ／σｆ＝１．９となるように選定したときの結果であり、
左の組織は、圧縮荷重σｐをσｐ／σｆ＝３．８となるように選定したときの結果である
。
【００５９】
　なお、被加工体は、ＡＺ系マグネシウム合金（８ｗｔ％Ａｌ－ｗｔ％Ｚｎ－Ｍｇ）であ
り、被加工体のひずみ速度は１０－３／ｓｅｃとし、被加工体の塑性変形率は３％とした
。また、前述の間隔Ｐは、前述の比（Ｐ：Ｌ）が１：１０２となるように設定した。
【００６０】
　図４から、圧縮荷重σｐを高くするほど、組織中に多くの変形双晶が導入されているこ
とがわかる。また、双晶が導入されたことを除き、結晶粒組織に大きな変化が認められな
いことから、本発明による方法では、初期の結晶粒組織がそのまま残存した状態で、多数
の変形双晶が導入されることがわかる。
【００６１】
　この結果から、本発明では、「拘束変形」状態で、ゆっくりと圧縮変形を行うため、処
理の際に被加工体に大きな圧縮荷重σｐを印加しても、被加工体に破壊を生じさせること
なく、多数の変形双晶を生成することができるものと考えられる。
【００６２】
　図５には、被加工体に印加される圧縮荷重σｐと被加工体の硬さ変化の関係の一例を示
す。被加工体は、ＡＺ系マグネシウム合金（８ｗｔ％Ａｌ－ｗｔ％Ｚｎ－Ｍｇ）であり、
被加工体のひずみ速度は１０－３／ｓｅｃである。また、鍛造時の前述の比（Ｐ：Ｌ）は
、１：１０２である。
【００６３】
　この図５から、圧縮荷重σｐを大きくするほど、被加工体の硬度が上昇することがわか
る。これは、本発明による鍛造処理によって、被加工体に加工硬化が生じていることを示
す結果である。すなわち、本発明の鍛造処理によって、組織内に変形双晶や転位が発生し
、これにより、被加工体の強度が向上することが理解される。
【００６４】
　（本発明による製造方法に使用される装置の別の構成について）
　前述の記載では、図３に示す装置２００を用いて、本発明による方法を被加工体に適用
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する例について説明した。しかしながら、図３は、単なる一例に過ぎず、この他にも様々
な装置を用いて、本発明を適用しても良いことは当業者には明らかである。例えば、型の
構成として、型２２０の他にも様々な態様が考えられる。また、ベース部材および／また
はプレスマンドレルの形態としても、様々な態様が考えられる。
【００６５】
　以下、図６～図８を参照して、本発明に使用され得る別の型の構成について説明する。
【００６６】
　図６には、本発明に使用され得る別の型の構成を概略的に示す。
【００６７】
　図６に示すように、この型４２０は、略円錐台形状の被加工体３１０を収容することが
可能な内部空間４１５を有する。
【００６８】
　ただし、内部空間４１５は、型４２０を貫通しておらず、一端が閉止されている。この
ため、この型４２０の場合、図３に示したようなベース部材２３０は、必ずしも使用する
必要はない。内部空間４１５は、内壁４２５および底部壁４２８によって構成される。前
述のように、被加工体３１０の側面３１４と内壁４２５の間には、間隔Ｐが形成される。
【００６９】
　なお、この型４２０を使用して被加工体３１０を鍛造処理する場合、内部空間４１５の
上部に適合する形状のプレスマンドレル４４０が使用される。プレスマンドレル４４０を
被加工体３１０の長手方向（図６のＺ方向）に沿って移動させることにより、被加工体３
１０に圧縮荷重σｐが印加される。
【００７０】
　図７および図８には、本発明に使用され得る別の型の構成を概略的に示す。
【００７１】
　図７に示すように、この型６２０は、外部ハウジング部６５０と、内部型６６０とによ
って構成される。内部型６６０は、中央に被加工体（図示されていない）用の内部空間６
１５を有する。内部型６６０は、２つの型部材６６５Ａ、６６５Ｂを組み合わせることに
より構成される。
【００７２】
　図８に示すように、内部型６６０を構成する型部材６６５Ａ、６６５Ｂは、略同一の形
状を有する。すなわち、型部材６６５Ａ、６６５Ｂは、円筒を長手方向（Ｚ方向）に沿っ
て半割にした形状を有し、両者を組み合わせることにより、中央部分に、長手方向に沿っ
て延伸する内部空間６１５が形成される。
【００７３】
　このような「分割式」の内部型６６０を使用した場合、鍛造処理後の被加工体を、型６
２０から取り出すことが容易になる。
【００７４】
　なお、図７および図８の例では、内部型６６０および内部空間６１５は、略円柱状の形
状を有するが、これは必ずしも必要ではなく、内部型６６０および内部空間６１５は、例
えば、長手方向に沿って一端から他端に向かって直径が減少する（すなわちテーパ形状を
有する）円錐台形状であっても良い。あるいは、内部型６６０および内部空間６１５は、
その他の形状であっても良い。例えば、内部型６６０の外周は、テーパ形状としても良い
。この場合、鍛造処理後に、型部材６６５Ａ、６６５Ｂ、および被加工体を外部ハウジン
グ部６５０から取り外すことがよりいっそう容易となる。
【００７５】
　また、内部型６６０を構成する型部材の数は、特に限られず、内部型６６０は、３つ以
上の型部材で構成されても良い。
【００７６】
　一方、プレスマンドレルおよび／またはベース部材の形態は、被加工体の上面および底
面との接触部が平坦面を有するものに限られない。
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【００７７】
　図９および図１０には、本発明に使用され得るプレスマンドレルの別の構成を概略的に
示す。
【００７８】
　図９に示すように、このプレスマンドレル９４０は、上部分９４２と、この上部分９４
２に結合された延伸部９４３とを備える。延伸部９４３は、プレスマンドレル９４０の中
心軸に沿って延伸する。
【００７９】
　このようなプレスマンドレル９４０は、被加工体が管状形状を有する場合に有効である
。
【００８０】
　図１０には、このプレスマンドレル９４０を使用した際の装置構成を概略的に示す。
【００８１】
　図１０に示すように、型８２０の内部空間８１５には、円管状の被加工体７１０が設置
される。被加工体７１０は、ベース材８３０の上部に配置される。図９に示す形状を有す
るプレスマンドレル９４０は、延伸部９４３が被加工体７１０の貫通穴を通るようにして
、被加工体７１０の上部に設置される。
【００８２】
　この状態で、プレスマンドレル９４０の上部分９４２に、Ｚ方向に沿って圧縮荷重を加
えると、被加工体７１０が圧縮変形される。
【００８３】
　ここで、被加工体７１０の外周側面は、「拘束変形」を受け、被加工体７１０の外周側
面と内壁８２５との間の隙間がなくなる程度までしか外側に変形することができない。同
様に、被加工体７１０の内周側面も、プレスマンドレル９４０の延伸部９４３による「拘
束」変形を受け、被加工体７１０とプレスマンドレル９４０の延伸部９４３との間の隙間
がなくなる程度までしか、変形することができない。
【００８４】
　従って、鍛造処理の際には、被加工体７１０の全体が「拘束」変形を受けることになり
、処理後の被加工体７１０は、貫通穴が閉塞されることなく、全体的に強度が向上する。
【００８５】
　図１１には、本発明に使用され得るプレスマンドレルおよび／またはベース部材の別の
構成を概略的に示す。
【００８６】
　図１１（ａ）に示す例では、プレスマンドレル１０４１の被加工体との接触面（以下、
単に「接触面」と称する）は、凸状部１０４１Ｐを有し、ベース部材１０３１の接触面は
、凹状部１０３１Ｃを有する。また、図１１（ｂ）に示すように、プレスマンドレル１０
４２の接触面は、凹状部１０４２Ｃを有し、ベース部材１０３２の接触面は、凸状部１０
３２Ｐを有しても良い。あるいは、プレスマンドレルの接触面は、平坦面であり、ベース
部材の接触面のみが凸状部または凹状部を有しても良い。また、これとは逆に、ベース部
材の接触面は、平坦面であり、プレスマンドレルの接触面のみが凸状部または凹状部を有
しても良い。
【００８７】
　この他にも、装置の構成として、様々な態様が考えられ得る。特に、被加工体を収容す
る収容空間は、前述のような単純な形状の他、より複雑な、例えば最終製品の形状に近い
外輪郭を有しても良い。また、被加工体の側面と型の内壁との間の間隔Ｐは、深さ方向（
鍛造方向）において、異なっていても良い。
【実施例】
【００８８】
　以下、本発明の実施例について説明する。
【００８９】
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　（鍛造処理）
　市販のＡＺ８０マグネシウム合金製の熱間押出丸棒（大阪冨士工業株式会社製）からデ
ィスク状サンプルを準備した。サンプルの寸法は、直径Ｌが２５．５ｍｍ、全長が１６ｍ
ｍである。
【００９０】
　図１２には、鍛造処理前のサンプルの長手方向における圧縮応力－ひずみ曲線の測定結
果を示す。なお、この試験は、初期ひずみ速度を３．０×１０－３／ｓｅｃとし、室温で
実施した。また、この試験では、圧縮の際に、サンプルは外側に向かって自由に広がるこ
とができ、変形は拘束されていない。
【００９１】
　この図１２から、鍛造処理前のサンプルの、変形が拘束されていない条件下での圧縮破
壊強度σｆは、約４００ＭＰａ程度であることがわかる。
【００９２】
　次に、図３に示したような装置を用いて、室温でサンプルの圧縮鍛造処理を行った。
【００９３】
　まず、サンプルを型の内部空間に配置した。この内部空間は、型を貫通しており、直径
２６ｍｍ、全長１６ｍｍの円板状である。サンプルを配置した際に、サンプルの側面と型
の内壁との間に生じる間隔Ｐは、０．２５ｍｍであり、従って、Ｌ：Ｐ＝２５．５：０．
２５＝１０２：１である。
【００９４】
　次に、サンプルの上部に、プレスマンドレルを配置した。マンドレルの直径は、２５．
５ｍｍである。
【００９５】
　この状態で、プレスマンドレルを介して、サンプルに圧縮荷重σｐを印加し、サンプル
の全長方向に沿ってサンプルを圧縮した。初期ひずみ速度は、１×１０－３／ｓｅｃとし
、鍛造処理の塑性加工量は、３％とした。
【００９６】
　圧縮荷重σｐは、試験毎に変化させ、５６６ＭＰａ、７５４ＭＰａ、９４３ＭＰａ、１
３２０ＭＰａ、および１５０９ＭＰａとした。これは、σｐ／σｆの比で、それぞれ、約
１．４、約１．９、約２．４、約３．３、および約３．８に相当する。以下、σｐ／σｆ
が約１．４の処理後のサンプルをサンプル１、σｐ／σｆが約１．９の処理後のサンプル
をサンプル２、σｐ／σｆが約２．４の処理後のサンプルをサンプル３、σｐ／σｆが約
３．３の処理後のサンプルをサンプル４、σｐ／σｆが約３．８の処理後のサンプルをサ
ンプル５と称する。
【００９７】
　試験後に、サンプル１～サンプル５の状態を目視で観察したところ、いずれのサンプル
においても、ワレや欠陥は生じていないことが確認された。
【００９８】
　（評価）
　各鍛造処理によって得られたサンプル１～サンプル５の組織を光学顕微鏡で観察した。
前述の図４には、サンプル２およびサンプル５の組織写真を、鍛造処理前の組織写真とあ
わせて示す。なお、図において、矢印ＬＡは、各サンプルの鍛造方向を示している。
【００９９】
　この結果から、鍛造処理の際の圧縮荷重σｐが増加するほど、多数の変形双晶が導入さ
れることがわかる。
【０１００】
　図１３には、ＯＩＭ（Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐ
ｙ）観察により、鍛造処理前のサンプル（初期材）およびサンプル５における集合組織変
化を測定した結果を示す。図１３（ａ）は、初期材の結晶方位分布を示し、図１３（ｂ）
は、サンプル５の結晶方位分布を示している。なお、初期材の観察は、押出方向に対して
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垂直な断面で行った。また、サンプル５の観察は、圧縮方向に対して垂直な断面で行った
。図において、色が濃い領域ほど、結晶のその方位の分布が高いことを示している。
【０１０１】
　図１３（ａ）から、初期材の場合、ｃ軸（０００１）と垂直な方向、特に結晶方位（１
０１０）が主要な方向となるように、結晶が配列されていることがわかる。これは、熱間
押出材の典型的な特徴である。すなわち、棒状の熱間押出材では、ｃ軸は、初期棒材の長
手方向に垂直に配向される傾向にある。
【０１０２】
　これに対して、サンプル５では、結晶方位（０００１）、すなわちｃ軸が主要な方向と
なるように、結晶が配列されていることがわかる。すなわち、サンプルでは、ｃ軸（００
０１）は、圧縮方向に平行に配列される傾向にあることがわかる。これは、棒材の長手方
向に沿ってｃ軸が並列されていることを表している。
【０１０３】
　これらの結果は、本発明による方法の適用によって、結晶回転が生じていることを示唆
するものである。このように、加工面に（０００１）面集合組織が形成されることは一般
的である。しかし、熱間押出棒材は、初期棒材のように長手方向に垂直な方向にｃ軸が配
列された集合組織を有するのに対して、本発明で得られる加工棒材は、長手方向と平行に
ｃ軸が配列した集合組織を有するという特徴を有する。
【０１０４】
　通常、このような結晶回転は、材料に大きな塑性変形が生じた際に初めてもたらされる
ものである。このため、難加工性材料では、このような挙動は、破壊したサンプルでしか
認めることができない。しかしながら、本発明による方法では、被加工体を破壊すること
なく、鍛造処理後に、被加工体に結晶回転が生じることがわかった。
【０１０５】
　次に、サンプル１～サンプル５の強度を評価するため、各サンプルを用いて、室温の引
張試験を行った。試験には、Ｉｎｓｔｒｏｎ型試験機を用い、試験における初期ひずみ速
度は、１．０×１０－３／ｓｅｃとした。
【０１０６】
　図１４には、サンプル１、およびサンプル３～５における真応力－公称ひずみ曲線をま
とめて示す。なお、この図１４には、鍛造処理前のサンプルの真応力－公称ひずみ曲線も
合わせて示している。
【０１０７】
　この結果から、σｐ／σｆが約１．９のサンプル１においても、鍛造処理前のサンプル
に比べて、降伏応力および最大引張応力が有意に向上していることがわかる。特に、サン
プル３（σｐ／σｆ≒２．４）～サンプル５（σｐ／σｆ≒３．８）では、鍛造処理前の
サンプルに比べて、降伏応力および最大引張応力は、著しく向上した。
【０１０８】
　また、各サンプルにおいて、最大引張強度は、４００ＭＰａを超えており、いずれのサ
ンプルにおいても、処理前の状態（最大引張強度３５０ＭＰａ程度）に比べて、最大引張
強度が上昇することがわかる。さらに、各サンプルにおいて、降伏応力は２５０ＭＰａ以
上となっており（処理前は１００ＭＰａ程度）、降伏応力が向上することがわかる。
【０１０９】
　このように、本発明による方法によって、高強度のマグネシウム合金材料が製造される
ことが確認された。また、各サンプルにおいて、伸びは６％程度あり、本発明による方法
で処理されたサンプルは、加工性にも優れることがわかった。
【０１１０】
　本願は、２０１１年６月２８日に出願した日本国特許出願２０１１－１４３０４２号に
基づく優先権を主張するものであり、同日本国出願の全内容を本願の参照として援用する
。
【符号の説明】



(13) JP 5843176 B2 2016.1.13

10

20

30

40

【０１１１】
　１１０　　被加工体
　１１２　　上面
　１１４　　側面
　１１６　　底面
　２００　　装置
　２１５　　内部空間
　２２０　　型
　２２５　　内壁
　２３０　　ベース部材
　２４０　　プレスマンドレル
　３１０　　被加工体
　３１４　　側面
　４２０　　型
　４１５　　内部空間
　４２５　　内壁
　４２８　　底部壁
　４４０　　プレスマンドレル
　６２０　　型
　６１５　　内部空間
　６５０　　外部ハウジング部
　６６０　　内部型
　６６５Ａ、６６５Ｂ　型部材
　７１０　　被加工体
　８１５　　内部空間
　８２０　　型
　８２５　　内壁
　８３０　　ベース材
　９４０　　プレスマンドレル
　９４２　　上部分
　９４３　　延伸部
　１０３１　ベース部材
　１０３１Ｃ　凹状部
　１０３２　ベース部材
　１０３２Ｃ　凸状部
　１０４１　プレスマンドレル
　１０４１Ｐ　凸状部
　１０４２　プレスマンドレル
　１０４２Ｃ　凹状部
　Ｐ　　　　間隔
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